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地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 

１．創設年度：令和４年度 

２．令和８年度予算額：０円（令和６年度末基金残高：１，２４７億円） 

３．事業概要 

研究力の飛躍的向上に向けて、各大学が 10年後の大学ビジョンを描き、そこに至るた

めの、強みや特色ある研究力を核とした経営戦略の下、大学間での連携も図りつつ、研

究活動の国際展開や社会実装の加速・レベルアップの実現に必要なハードとソフトが一

体となった環境構築の取組を支援。＜基金＞ 

４．選定理由：イ（事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの） 

本事業では 25大学を採択し、各大学の取組が進展する中、今年度から順次中間評価を

実施予定であり、事業全体としての進捗も振り返る契機となる。また、ＥＢＰＭの観点

からも別途内閣府等において点検予定であり、時宜を得ている。 

５．想定される論点 

事業の進捗状況、事業実施による成果指標の設定と評価方法の妥当性、事業の将来

展望 等 

「EBPMアクションプラン 2024」（令和６年 12月６日経済財政諮問会議 決定）で、「予算

事業ごとの行政事業レビューや各府省庁の政策評価と相互に連携し、EBPMに係る知見の

共有も含めて、一体的・効率的に進める。（略）また、本プランのアウトカム指標等を、

適時適切に行政事業レビューシート等の目標・指標の見直しに活用する」されたことを

踏まえ、同プランにおける指標を中心に以下のとおり設定している。 

 また、本事業は、地域中核・特色ある研究大学が、研究力の飛躍的向上に向けて、各

大学のミッション・ビジョンの実現に向け、特定の強い分野の拠点等を核とした経営戦

略に基づき、研究力向上改革を推進し、多様で卓越した研究を生み出す環境を再構築し、

新たな産業を創出するイノベーション・エコシステムを形成することを支援する事業で

ある。研究環境の構築及びイノベーション・エコシステムの形成過程においては、様々

な要素が相互に影響を与えることが想定されるため、すべてのアウトプット・アウトカ

ムが相互に関係する現行の効果発現経路としている。（なお、現行の効果発現経路に含ま

れている活動目標/成果目標には、それぞれ具体的な活動指標/成果指標が紐づいている） 



※ 成果指標（令和７年度） 

  （アウトプット） ・URA等の研究支援員の配置数 

・大型産学共創拠点に採択されている数(J-PEAKS採択大学のう

ち、COI-NEXTに採択された拠点の件数） 

・スタートアップ・エコシステム共創プログラムにおける事業

化支援件数 

・「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」による支援件数

（延べ数） 

（短期アウトカム）・研究者の年間研究活動時間（時間） 

・研究者の研究活動時間割合（％） 

・研究大学群における外国人研究者比率（％） 

・特定領域における研究者の増加（％） 

・特定領域における研究支援人材（URA・技術職員等）の増加（％） 

   （中期アウトカム）・民間企業等からの研究資金等受入額（億円） 

・大学の事業規模成長（％） 

・企業・自治体との共同研究数（件） 

・特許等の件数（件） 

・大学等発 SU数（件） 

・特定領域における論文数の増加（倍） 

・1件当たりの共同研究収入額（百万円） 

・1件当たりの受託研究収入額（百万円） 

（長期アウトカム）・Top10%論文数（本） 

・知的財産権等収入（百万円） 

・大学発 SUの企業価値評価（百万円） 

・大学発 SUの売上高（百万円） 

・企業から大学への寄附額（百万円） 

・特定領域におけるトップ 10％論文数の増加（倍） 

・共同研究収入額（億円） 

・受託研究収入額（億円） 

 



地域中核・特色ある研究大学強化促進事業
（Program for Forming Japan’s Peak Research Universities：J-PEAKS）

 令和４年度第2次補正予算額 1,498億円

【支援のスキーム】

 強みを有する大学間での連携による相乗効果で、研究力強化に必要な
取り組みの効果を最大化

 特定領域のTOP10％論文が世界最高水準の研究大学並みに
 強みや特色に基づく共同研究や起業の件数の大幅増加、持続的な成
長を可能とする企業や自治体等からの外部資金獲得

 研究を核とした大学の国際競争力強化や経営リソースの拡張
 戦略的にメリハリをつけて経営リソースを最大限活用する文化の定着

我が国の科学技術力の飛躍的向上
地域の社会経済を活性化し課題解決に貢献する研究大学群の形成

事業内容

【事業概要】
 事業実施期間：令和５年度～（５年間、基金により継続的に支援）

 支援件数：25件（令和５年度採択：12件、令和6年度採択：13件）

 支援対象：
強みや特色ある研究や社会実装の研究拠点（WPIやCOI-NEXT等の拠点形成事業、
地方自治体・各府省施策、大学独自の取組等によるもの）等を有する国公私立大学
のうち、研究力の向上戦略を構築した上で、全学としてリソースを投下する大学

※ ５年度目を目途に評価を行い、進捗に応じて、必要な支援を展開できるよう、文部科学省及び
JSPSにおいて取組を継続的に支援（最長10年を目途）

 支援内容：5年間、基金により継続的に支援 最大55億円程度
A) 戦略的実行経費（最大25億円程度（5億円程度／年）／件）

研究戦略の企画・実行、技術支援等を行う専門人材の人件費、調査その他研究
力の向上戦略の実行に必要な経費

B) 研究設備等整備経費（最大30億円程度／件）
研究機器購入費、研究・事務DX、研究機器共用の推進を含む研究環境の高度
化に向けて必要となる環境整備費等

文科省

特色ある研究の国際展開

補助金

（基金）
補助金

伴走支援

日本学術振興会
（JSPS）

研究力の飛躍的向上に向けて、各大学が10年後の大学ビジョンを描き、
そこに至るための、強みや特色ある研究力を核とした経営戦略の下、大学
間での連携*も図りつつ、研究活動の国際展開や社会実装の加速・レベル
アップの実現に必要なハードとソフトが一体となった環境構築の取組を支援

背景・課題

コアとなる共同研究・連携の場

* 連携を行うことが目的ではなく、学内に不足するリソースや課題を戦略的に補完するために連携

経営戦略の下、全学としてリソースを投下
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強みや特色ある研究や
社会実装の拠点等を有する大学が、

○ 近年、我が国の研究力の低下が指摘されている中、日本全体の研究力の発展をけん引する研究大学群の形成のためには、大学ファンド
による国際卓越研究大学と、地域中核・特色ある研究大学*が共に発展するスキームの構築が必要不可欠

* ①強みを持つ特定の学術領域の卓越性を発展させる機能、②地球規模の課題解決や社会変革に繋がるイノベーションを創出する機能、③地域産業の生産性向上や
雇用創出を牽引し、地方自治体、産業界、金融業界等との協働を通じ、地域課題解決をリードする機能：これらのいずれか又は組み合わせた機能を有する大学

○ そのためには、地域中核・特色ある研究大学が、特色ある研究の国際展開や、地域の経済社会や国内外の課題解決を図っていけるよう、
特定分野の強みを核に大学の活動を拡張させるとともに、大学間での効果的な連携を図ることで、研究大学群として発展していくことが重要



北海道大学

信州大学

沖縄科学技術大学院大学
大阪公立大学

神戸大学

岡山大学

広島大学

熊本大学

九州工業大学

長崎大学

立命館大学

新潟大学

長岡技術科学大学

徳島大学

山梨大学

奈良先端科学技術大学院大学

金沢大学

地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択大学一覧
凡例

黒字：国立
青字：公立
赤字：私立

令和5（2023）年度採択

令和6（2024）年度採択

山形大学

東京農工大学

東京芸術大学

千葉大学

慶應義塾大学

横浜市立大学

藤田医科大学

弘前大学
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地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における取組事例

地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）は、地域中核・特色ある研究大学が、特色ある研究の国
際展開や、国内外の課題解決、研究大学群として発展していくことを目指す。そのために、強み・特色ある研究を核にし
た経営戦略によるシステム改革と、大学間での効果的な連携を図るとともに、 ①強みを持つ特定の学術領域の卓越性
を発展させる機能、②地球規模の課題解決や社会変革に繋がるイノベーションを創出する機能、③研究力を活かして
地域課題解決をリードする機能を果たしながら、様々な取組を進めている。

◆機能③ 地域課題の解決

≪具体的な事例≫
●水関連の先鋭研究を核とした取組（信州大学）
水とエネルギーの無限循環・地産地消システムを開発し、経済成長とサステナビリ

ティが両立する社会の実現を目指す。松本市・飯田市、企業と連携の上、「実証タウ
ン」を構築。地域に軸足を置きながらタンザニアやサウジアラビア等のグローバルな課題
解決のシナリオを具現化。

≪具体的な事例≫
●半導体関連の最先端の研究による取組（広島大学）
「せとうち半導体コンソーシアム」を運営しつつ、半導体分野において、地域と連携

しながら研究開発などを推進。東広島における産業団地の整備や企業誘致と連
動して、関連企業の集積や大学発ベンチャーの創出を促進するなど、地域経済の
活性化を牽引。

◆機能② 地球規模のイノベーションの創出

【URA/技術職員】
● URA/技術職員の職階制度
を確立。
● 部局単位での技術職員の雇
用・管理を本部に一元化。

● ジョブ型研究インターンシップ
（URA）の実施。

【機器の共有化】
● 研究マネジメントの最適化を
実現するため、共用などに係る
新しい整備・ 運用計画を策定。

● 研究機器レンタルプラットフォー
ムの設立。

◆研究力を強化するためのシステム改革

◆大学間連携・社会実装の推進

【大学間連携を進める事例】
（J-PEAKS採択大学同士）
研究テーマに共通項をもつ大学
間においてクロスアポイントメントを
開始し共同研究を推進。
既存の大学間連携に他の採択
大学が新規参画。

など

など

【社会実装を進める事例】
研究成果の国際社会実装に向
け、海外事業の企画・運営・財務
管理のコンサルテーション業務を行
う100％出資の子会社を設立。

など

など

≪研究の卓越性を伸長させる事例≫
・ 「高等先鋭研究院システム」の構築

(岡山大学)

研究IRによる評価を基に、強み分野に
リソースを傾注し、研究の厚みや流動性を
生む研究群育成システムを実現。研究群
間の有機的連携により、世界トップレベル
の研究とイノベーションを推進。 など

◆機能① 学術的卓越性の発展

≪新領域を開拓する事例≫
・連携研究プラットフォーム事業

(北海道大学)

融合研究や産学連携研究を行う研究
ユニットを学内から公募し、体制構築や
外部資金獲得を支援。シーズ形成から
拠点形成までを一気通貫に支援。

など
採択大学（25大学）、連携大学（26大学）、参画機関（241機関）において、
研究大学群の形成を推進。

など



個別大学のアウトプット・アウトカム指標
（ビジョン実現に向けた取組の進捗管理や、中間評価・最終評価を
行うためのツールの一つ）



個別大学の指標例①









個別大学の指標例②
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政策目標：研究大学群における多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築及び新たな産業を創出するイノベーション・エコシステムの形成
１．政策体系の概要

関連施策

○若手を始めとした優秀な研究者の確保・活躍の推進及び研究環境の整
備充実

・研究者の年間研究活動時間(研究大学群における研究者、若手研究者)
・研究者の研究活動時間割合(研究大学群における研究者、若手研究者)
・研究大学群における若手研究者比率、外国人研究者比率

○多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
・Top10%補正論文数（研究開発費に対するTop10%補正論文数・国際共著論文数・若手研究者Top10%補正論文数）
○新たな産業を創出するイノベーション・エコシステムの形成
・知的財産権等収入（特許等１件当たりの知的財産権等収入）、大学発SUの企業価値評価（国費投入額に対する企業価値評価）、大
学発ＳＵの売上高（国費投入額に対する売上高）、企業・金融機関から大学・SU等への投融資額（国費投入額に対する投融資額）
※第7期科学技術・イノベーション基本計画の検討と合わせ、指標についても見直しを検討（人文社会系も含めた研究力に係る指標など）

２．検証事項
・研究大学群の形成に向けた各種支援等により、戦略的な自立経営の下で、イノベーションを創出する研究環境の構築による研究の質的改善などが、
中長期的な成果創出に向けて効果的・効率的に進められているか。また、産学官連携を通じた成果展開力の強化や民間投資の促進が効果的に
進められているか。

最終アウトカム指標

中間アウトカム指標

○大学発スタートアップの創出拠点の形成
○大型産学共創拠点の形成
○大学発スタートアップ育成に向けたギャップファンド運営

○研究成果の活用のために必要な環境の整備充実
・企業・自治体との共同研究数（国費投入額に対する企業・自治体との共
同研究数・共著論文数、産学共創拠点設置１件当たりの共著論文数）
・特許等の件数（研究開発費に対する特許等の件数）
・大学等発SU創出数、上場社数（国費投入額に対する創出数・上場社
数）

○若手研究者が独立して十分に研究できる環境の提供などの、優秀な研究者の
研究活動を促進するための学内組織・人事制度の構築
• 学内におけるマネジメント業務などの戦略的分配・合理化
• 安定的かつ独立した若手ポストの確保とキャリアパスの構築
• 学際研究・融合研究の創出に向けた組織の垣根を超えた研究マネジメント

○博士課程学生の処遇向上
○バイアウト制度の柔軟な活用

○研究の支援や研究成果の活用のために必要な資金戦略
・研究資金等受入額（国費投入額に対する民間からの研究資金等受
け入れ額）
・大学の支出成長率（国費投入額に対する大学の支出成長率）

○研究の支援に必要な職員等の確保・育成
• URA等の研究マネジメント人材や技術職員、国際研究協力等を支える事
務職員等の専門職人材のポストの確保とキャリアパスの構築

• 事務職員、技術職員等の国内外における研さん機会の拡大、資格等取得
支援

○研究実証施設や融合研究センター、共用機器やデータ連携基盤を含めた最先
端の研究インフラの戦略的整備・更新・維持

７．研究・イノベーション力の向上



３．分析・検証方法、用いるデータ等
確認するエビデンス等 分析・検証方法 用いるデータ等

A

最終アウトカム（研究開発費に対するTop10%
補正論文数、国費投入額に対する大学発SUの
企業価値評価等）と中間アウトカム（総研究時
間、研究資金の獲得、大学における産学連携・
SU創出機能の強化、産学連携・SU創出に挑む研
究者の裾野拡大・底上げ）の間の関係

・最終アウトカムと中間アウトカムの間の因果関係
等について、先行研究のサーベイを実施。
・大学等を対象とした好事例調査や基礎情報の収
集を継続し、収集した情報を基に、国費投入額・
研究開発費等に対する効果等の分析を実施。

・最終アウトカムに関する国内外の先行研究
・「大学等における産学連携等実施状況について」、
「科学技術の状況に係る総合的意識調査
（NISTEP定点調査）」 など

B
研究大学群の形成に向けた各種支援等が中間ア
ウトカムに与える効果（国費投入額・研究開発
費等に対して等）

・既存調査等も活用しながら各種支援等のアウト
プットのデータを収集。
・各種支援等と中間アウトカムの因果関係等につい
て、国費投入額・研究開発費等に対する効果等
の分析を実施。

・「大学等における産学連携等実施状況について」
・国際卓越研究大学及びJ-PEAKS採択大学にお
ける状況把握のために収集するデータ など

４．分析・検証体制
• （A）の分析・検証については、先行研究のサーベイや好事例調査、基礎情報の収集及びそれらを踏まえた分析を文部科学省と科学技術・学術政策
研究所（NISTEP）が連携しつつ実施。

• （B）の分析・検証においては、文部科学省のマネジメントの下、NISTEPを中心に連携し、大学から独自に収集したデータも含めて分析。
※分析・検証の方法及び体制については、指標も含めて状況において柔軟に見直しを行う。
※また、各種データの収集においては研究現場への過度な業務負担が生じないよう十分配慮する。

• 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」等の個別事業の検証に当たっては、既存の行政事業レビューを活用。
５．ロードマップ

分析・検証 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度以降

（参考）基本計画期間

A．ロジックモデル
の有効性

B.各種施策の効果

データ収集

先行研究のサーベイ

分析・検証 ロジックモデルの見直し

施策の改善

６．エビデンスの政策見直しへの活用方法
当該エビデンスを各種審議会等にフィードバックし、研究大学群の形成に向けた効果的な支援策の実践に活用。

データ収集

分析・検証

第６期科学技術・
イノベーション基本計画

※第7期科学技術・イノベーション基本計画の検討と合わせ、
指標についても見直しを検討

第７期科学技術・イノベーション基本計画



個別大学の中間評価



令和８年度個別大学の中間評価の流れ

書面報告の確認
６月-７月に、対象大学において自己点検評価報告書を作成
書面報告※の確認を経て、令和８年９月の事業推進委員会において、学長からの現地ヒアリングの際に確認すべき事項について決定
＊大学から提出のあった自己点検評価報告書、アウトプット・アウトカム指標一覧 等を含む

学長からの現地ヒアリング等
事業推進委員会で決定した「事前質問」を基にヒアリングを実施し、事業運営に当たって中核となる研究施設等を視察
実施項目及び時間配分
① 実施機関から進捗状況等の説明・質疑応答·················· 120分以内
② 事業運営に当たって中核となる研究施設の視察等············ 60分以内
③ まとめ（審査者側のみ） ········································ 10分以内

【大学作成】
自己点検評価
報告書
～７月 書面確認：８月中旬-９月上旬

事前質問決定：9月中旬（事業推進委員会）

書面報告の確認 学長からの

９月下旬～11月中旬

中間評価
結果(案)
の決定

中間評価結果
(案)のまとめ
（合議）
12月中下旬 2月中旬

中間評価結果（案）のまとめ（合議）
各委員の項目別評価の結果を基に、総合評価を令和８年12月中下旬の事業推進委員会において合議にて決定
＊中間評価結果（案）で「C」又は「D」と判断された大学に対して、評価結果（案）を事前に開示し、事業計画や資金計画の見直し（案）を提出いただき、必要に
応じて再ヒアリング等を行い、当該採択大学の補助事業の大幅な縮小または中止の必要性について審議・必要に応じて改めて評価を実施。

現地ヒアリング等
各委員
における
項目別
評価

＊「C」又は「D」
評価と判断され
た大学に対して、
評価結果(案)を
事前に開示

～12月上旬 １月上旬

中間評価結果（案）の決定
令和９年2月中下旬の事業推進委員会において中間評価(案) を決定し、日本学術振興会から対象大学へ通知
中間評価結果を踏まえて次年度以降の計画を見直し、見直し後の計画に基づいて次年度の助成を行う



項目別評価における各評定の付し方について
 項目別評価は絶対評価で行う（利害関係を除いた全委員で評価）。

 評定は（１）～（５）の項目毎に付す。
評定 評定基準

s 大学ビジョンの実現にあたり、優れた取組が行われている。

a 大学ビジョンの実現にあたり、十分な取組が行われている。

b 大学ビジョンの実現にあたり、取組がやや不十分であり一部改善を要する。

c 大学ビジョンの実現にあたり、取組が不十分であり改善を要する。

d 大学ビジョンの実現にあたり、取組が著しく不十分であり改善が困難である。

（１） 「大学ビジョン実現に向けた取組状況」について
（２） 「全学への波及・ガバナンス体制」について
（３） 「研究者及び研究支援人材の育成・採用・獲得」について
（４） 「他機関との連携」について
（５） 「今後２年間及び大学ビジョン実現までの７年間の将来構想」について

（審査の観点）



評価項目（１）「大学ビジョン実現に向けた取組状況」について
（１）「大学ビジョン実現に向けた取組状況」について
①研究力の向上戦略及び研究力向上計画について
・ 大学ビジョン実現に向けて、研究力の向上戦略と研究力向上計画は着実に進捗しているか。
・ 大学ビジョン実現に向けて、アウトプット・アウトカム指標に照らし、取組が着実に進捗しているか。
・ 申請時に選択した「10年後の大学ビジョンにおいて強化を図る機能」に応じた大学の研究力強化が図ら
れているか。また、本事業により得られた研究成果が地域や社会の課題の解決に向けて、どの程度社会に
影響を与えることができたか、又はできる見込みがあるか。

・ 施設整備事業において、又は別途整備した施設と本事業の相乗効果が創出されているか。
※大学ビジョン実現に向けて、本事業の成果を基に、拡張して実施している取組については積極的に評価
する。

※大学内で取り組まれている改革等を基に、当初の計画を超えて他大学や関係府省庁、自治体、民間
企業等への展開がなされている場合は積極的に評価する。

※評価にあたっては、当初設定した指標の水準やその後の事情の変化を必要に応じて考慮する。

②資金計画について
・ 大学ビジョン実現に向けて、資金計画の観点から、研究力向上計画の実施に必要となる戦略的実行経費
及び研究設備等整備費の執行は着実に進捗しているか。

・ 大学の取組の持続的な展開に向けた、5年間の支援期間終了後の継続及び発展に向けた既存の経費の
合理化や外部資金の獲得状況について当初計画に沿って着実に進捗しているか。

※大学の経営リソースの拡張を図るため、当初の計画を超えて、関係府省庁、自治体、民間企業等からの外部資金の
         獲得等、資金源の多様化を図っている場合は積極的に評価する。



評価項目（２）「全学への波及・ガバナンス体制」について

（２）「全学への波及・ガバナンス体制」について
・ 日本の研究力を牽引する研究大学群の一翼を担うことが意識され、本事業による取組が特
定の研究拠点に限定せず、学内の他の組織等に研究力強化の効果を波及させる全学的な
取組が進捗しているか。

・ 研究力の向上戦略を推進するために必要なガバナンス体制が整備され、リソース配分や組織
改革を推進させるなど、採択大学の強みや特色ある研究拠点等が、大学執行部の積極的

         な関与のもと、組織的に充実した活動を行える運営マネジメントがなされているか。
・ 研究設備等整備経費での研究設備等の導入・更新・共用又は共同利用について、戦略的
 に着実に進捗しているか。



評価項目（３）「研究者及び研究支援人材の育成・採用・獲得」について

（３）「研究者及び研究支援人材の育成・採用・獲得」について
・ 世界で活躍できる研究者、博士課程学生を含む若手研究者及び研究支援人材について、
優れた人材の育成・採用・獲得が時間軸や人数等の定量的な内容を含め、着実に進捗し
ているか。
・ 若手研究者及び研究支援人材の育成に向けた、大学院を含めた環境改善・向上の取組

        が適切に進捗しているか。



評価項目（４）「他機関との連携」について

（４）「他機関との連携」について
・ 他機関との連携による相乗効果が創出されている、又は今後創出されることが見込めるか。
・ 研究力の向上戦略の実行に当たって必要な企業・地方自治体・国際機関等と実質的な
連携が進捗しているか。
・（連携大学がある場合）採択大学を中心とした研究力向上に向けて、相互に資金的・
人的コミットメントがある等、実質的な連携が図られているか。

・（連携大学がある場合）採択大学が中心となった円滑な運用体制が構築され、機能して
いるか。

※当初の計画を超えて、他機関との連携が図られている場合は、積極的に評価する。



評価項目（５）「今後２年間及び大学ビジョン実現までの７年間の将来構想」について

（５）「今後2年間及び大学ビジョン実現までの7年間の将来構想」について
・ 研究力の向上戦略及び研究力向上計画で示した10年後の大学ビジョン実現に向けて、

        これまでの活動を踏まえ、今後２年間で必要に応じてどのように構想を発展的に再構築し、
         全学的かつ連携機関とともに研究大学群としてさらなる強化・発展を図っていくのか。また、
         大学ビジョン実現までの7年間の将来構想に向けた取組が明確で、挑戦的な構想であるか。



総合評価における評定の付し方について
 総合評価は項目別評価の結果を踏まえ、合議によって絶対評価で行う（利害関係を除いた全委員で評価）。

 本評価はコメントとともに採択大学へ通知するとともに、振興会ホームページで公開する。

評定 評定基準

S
各大学の設定したロードマップやアウトプット指標・アウトカム指標、振興会の把握した情報等に
基づき総合的に評価した結果、当初計画を超える大学ビジョン達成に向けた改善の進展があり、
さらなる発展が期待される。

A
各大学の設定したロードマップやアウトプット指標・アウトカム指標、振興会の把握した情報等に
基づき総合的に評価した結果、着実な進捗があり、現行の努力を継続することによって、今後も
大学ビジョン実現に向けて十分な進展が期待できる。

B
各大学の設定したロードマップやアウトプット指標・アウトカム指標、振興会の把握した情報等に
基づき総合的に評価した結果、進捗に一部不足があるが、計画の変更及び実施体制の改善
等の早急な対応により、大学ビジョン実現に向けて今後の十分な進展が期待できる。

C
各大学の設定したロードマップやアウトプット指標・アウトカム指標、振興会の把握した情報等に
基づき総合的に評価した結果、このままでは当初計画の大学ビジョン達成に向けた改善は難し
いと思われるので、助言等に留意し、当初計画の適切な変更及び助成額の変更が必要と判断
される。

D
各大学の設定したロードマップやアウトプット指標・アウトカム指標、振興会の把握した情報等に
基づき総合的に評価した結果に照らすと、進捗が著しく不足しており、今後の努力を待っても当
初計画の大学ビジョン達成に向けた改善は困難と思われるので、事業を中止することが必要と
判断される。














